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　（注１）　本書中の「当社」とは、株式会社ジモティーをいいます。

　（注２）　本書中の「公開買付者」とは、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社をいいます。

　（注３）　本書中の「法」とは、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）をいいます。

　（注４）　本書中の「株券等」とは、株式等に係る権利をいいます。

　（注５）　本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま

す。）第１条第１号各号に掲げる日を除いた日をいいます。

　（注６）　本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又

は日時を指すものとします。

　（注７）　本書の提出に係る公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）は、法で定められた手続及び情報開示

基準に従い実施されるものです。
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１【意見表明報告書の訂正報告書の提出理由】
　当社が2026年５月18日付で提出した意見表明報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂

正するため、法第27条の10第８項において準用する法第27条の８第２項の規定に基づき、意見表明報告書の訂正報告書

を提出するものです。

 

２【訂正事項】
４　当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由等

(2）意見の根拠及び理由

①　本公開買付けの目的の概要

(6）公開買付けに係る重要な合意

①　本応募契約（加藤氏）

 

３【訂正前の内容及び訂正後の事項】
　訂正箇所には下線を付しております。
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４【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由等】

（２）【意見の根拠及び理由】

①　本公開買付けの目的の概要

　　（訂正前）

＜前略＞

　本公開買付けに際して、公開買付者は、2026年５月15日付で、加藤氏との間で、加藤氏が所有する当社株

式992,000株（所有割合：10.08％）及び本新株予約権136個（その目的となる当社株式の数：27,200株、所

有割合：0.28％）の全て（但し、本新株予約権の行使により交付される当社株式を含みます。）（以下「本

応募対象株式等（加藤氏）」といいます。）について本公開買付けへ応募する旨及び本株式譲渡（注４）に

ついて合意する旨の契約（以下「本応募契約（加藤氏）」といいます。）を締結しているとのことです。な

お、加藤氏は、2026年５月15日現在、その所有する当社株式992,000株（所有割合：10.08％）のうち

710,000株（所有割合：7.22％）（以下、当該株式を「本質権設定株式」といいます。）について大和証券

株式会社（以下「大和証券」といいます。）のために質権を設定している（以下、当該質権を「本質権」と

いいます。）とのことですが、加藤氏は、本応募対象株式等（加藤氏）（但し、本質権設定株式について

は、公開買付期間（下記「(3）公開買付けの公正性を担保するための措置」に定義します。以下同じで

す。）の末日までに本質権を解除することができた場合に限ります。）について本公開買付けに応募するこ

とを予定しているとのことです。公開買付者は、本応募契約（加藤氏）において、加藤氏との間で、加藤氏

が本質権設定株式を本公開買付けに応募せず、かつ、本公開買付けが成立した場合には、加藤氏が、本臨時

株主総会（下記「(4）公開買付け後の組織再編等の方針」の「②　株式の併合」において定義します。以下

同じです。）において本株式併合（以下に定義します。）に関連する各議案に賛成することを含め、本スク

イーズアウト手続に関する協力を行う旨も合意しているとのことです。

（注４）　本株式譲渡は、加藤氏が当社株式の所有を通じて、当社株式の非公開化後に当社に関与すること

を目的として実施されるものであり、加藤氏による本公開買付けへの応募の可否とは独立して検

討されたものであること、及び、本株式譲渡の対価は、当社株式１株につき、本公開買付価格と

同額である1,420円（但し、当社が株式併合又は株式分割等、対価の調整を要する行為を行った

場合には、合理的に調整された金額）とすることを加藤氏との間で合意していることから、本株

式譲渡は、公開買付価格の均一性規制（法第27条の２第３項）の趣旨に反するものではないと考

えているとのことです。

 

　加えて、公開買付者は、2026年５月15日付で、(ⅰ)当社の主要株主であり筆頭株主である株式会社NTTド

コモ（以下「NTTドコモ」といいます。）との間で、その所有する当社株式1,846,316株（所有割合：

18.76％）の全てについて本公開買付けへ応募する旨の契約（以下「本応募契約（NTTドコモ）」といいま

す。）を、(ⅱ)当社の主要株主であり第２位株主である株式会社プロトコーポレーション（以下「プロト

コーポレーション」といい、加藤氏及びNTTドコモと総称して「本応募株主」といいます。）との間で、そ

の所有する当社株式1,219,512株（所有割合：12.39％）の全てについて本公開買付けへ応募する旨の契約

（以下「本応募契約（プロトコーポレーション）」といいます。）をそれぞれ締結しているとのことです。

なお、公開買付者が、本応募株主との間で本公開買付けに応募する旨の合意をしている当社株式の数の合計

は4,057,828株（加藤氏が所有する本新株予約権136個（その目的となる当社株式の数：27,200株）を含めた

所有割合：41.51％）とのことです。本応募契約（加藤氏）、本応募契約（NTTドコモ）及び本応募契約（プ

ロトコーポレーション）の詳細については、下記「(6）公開買付けに係る重要な合意」をご参照ください。

 

　公開買付者は、本公開買付けにおいて6,560,000株（所有割合：66.67％）を買付予定数の下限として設定

しており、本公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の数の合計が買付予定数

の下限（6,560,000株）に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行わないとのことです。他

方、本公開買付けは、当社株式の非公開化を目的としていることから、買付予定数の上限は設定しておら

ず、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（6,560,000株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付け

等を行うとのことです。なお、買付予定数の下限（6,560,000株）については、本基準株式数（9,839,972

株）に係る議決権の数（98,399個）に３分の２を乗じた数（65,600個）（小数点以下を切り上げ）に当社の

単元株式数（100株）を乗じた株式数（6,560,000株）としているとのことです。これは、公開買付者が、本

取引において、当社株式の非公開化を目的としているところ、下記「(4）公開買付け後の組織再編等の方

針」に記載の当社株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）の手続を実施する際には、会社法第309

条第２項に規定する株主総会における特別決議が要件とされることから、本株式併合の実施を確実に遂行す

べく、本公開買付けの成立後に公開買付者が当社の総株主の議決権数の３分の２以上を所有することで、当

該要件を満たすことができるように設定したものとのことです。なお、公開買付者は、本公開買付けを含む

本取引に要する資金を、自己資金により賄うことを予定しているとのことです。また、上記のとおり、公開

買付者は、加藤氏との間で、加藤氏が本スクイーズアウト手続に関する協力を行う旨を合意しているため、
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加藤氏が、本質権設定株式（710,000株、所有割合：7.22％）について、本公開買付けに応募しないことが

確定した場合には、本質権設定株式の数だけ、公開買付期間中に買付予定数の下限を引き下げる可能性があ

るとのことです（注５）。

（注５）　加藤氏は、本応募契約（加藤氏）において、公開買付期間の開始日以降、速やかに、本質権設定

株式の全てを本公開買付けに応募することが実務上可能か否かを確認した上で、応募を行うこと

が実務上可能であると確認できた場合には、本質権設定株式の全てについて本公開買付けに応募

し、他方、応募を行うことが実務上可能であると確認できなかった場合には、本質権設定株式の

全てについて、本公開買付けに応募しない旨を合意しているとのことです。なお、加藤氏は、本

質権設定株式について大和証券に対する加藤氏の借入債務の担保として本質権を設定しておりま

すが、大和証券との間で本質権設定株式に係る議決権の行使に関する合意は存在しないとのこと

です。そのため、加藤氏が本質権設定株式を本公開買付けに応募せず、かつ、本公開買付けが成

立した場合には、加藤氏は、本臨時株主総会において本株式併合に関連する各議案に賛成の議決

権を行使することが可能とのことです。
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　　（訂正後）

＜前略＞

　本公開買付けに際して、公開買付者は、2026年５月15日付で、加藤氏との間で、加藤氏が所有する当社株

式992,000株（所有割合：10.08％）及び本新株予約権136個（その目的となる当社株式の数：27,200株、所

有割合：0.28％）の全て（但し、本新株予約権の行使により交付される当社株式を含みます。）（以下「本

応募対象株式等（加藤氏）」といいます。）について本公開買付けへ応募する旨及び本株式譲渡（注４）に

ついて合意する旨の契約（以下「本応募契約（加藤氏）」といいます。）を締結しているとのことです。な

お、加藤氏は、2026年５月15日現在、その所有する当社株式992,000株（所有割合：10.08％）のうち

710,000株（所有割合：7.22％）（以下、当該株式を「本質権設定株式」といいます。）について大和証券

株式会社（以下「大和証券」といいます。）のために質権を設定していた（以下、当該質権を「本質権」と

いいます。）とのことですが、本質権は同年５月26日付で全て解除されたため、加藤氏は、本応募対象株式

等（加藤氏）について本公開買付けに応募することを予定しているとのことです。公開買付者は、本応募契

約（加藤氏）において、加藤氏との間で、加藤氏が本質権設定株式を本公開買付けに応募せず、かつ、本公

開買付けが成立した場合には、加藤氏が、本臨時株主総会（下記「(4）公開買付け後の組織再編等の方針」

の「②　株式の併合」において定義します。以下同じです。）において本株式併合（以下に定義します。）

に関連する各議案に賛成することを含め、本スクイーズアウト手続に関する協力を行う旨も合意していると

のことです。

（注４）　本株式譲渡は、加藤氏が当社株式の所有を通じて、当社株式の非公開化後に当社に関与すること

を目的として実施されるものであり、加藤氏による本公開買付けへの応募の可否とは独立して検

討されたものであること、及び、本株式譲渡の対価は、当社株式１株につき、本公開買付価格と

同額である1,420円（但し、当社が株式併合又は株式分割等、対価の調整を要する行為を行った

場合には、合理的に調整された金額）とすることを加藤氏との間で合意していることから、本株

式譲渡は、公開買付価格の均一性規制（法第27条の２第３項）の趣旨に反するものではないと考

えているとのことです。

 

　加えて、公開買付者は、2026年５月15日付で、(ⅰ)当社の主要株主であり筆頭株主である株式会社NTTド

コモ（以下「NTTドコモ」といいます。）との間で、その所有する当社株式1,846,316株（所有割合：

18.76％）の全てについて本公開買付けへ応募する旨の契約（以下「本応募契約（NTTドコモ）」といいま

す。）を、(ⅱ)当社の主要株主であり第２位株主である株式会社プロトコーポレーション（以下「プロト

コーポレーション」といい、加藤氏及びNTTドコモと総称して「本応募株主」といいます。）との間で、そ

の所有する当社株式1,219,512株（所有割合：12.39％）の全てについて本公開買付けへ応募する旨の契約

（以下「本応募契約（プロトコーポレーション）」といいます。）をそれぞれ締結しているとのことです。

なお、公開買付者が、本応募株主との間で本公開買付けに応募する旨の合意をしている当社株式の数の合計

は4,057,828株（加藤氏が所有する本新株予約権136個（その目的となる当社株式の数：27,200株）を含めた

所有割合：41.51％）とのことです。本応募契約（加藤氏）、本応募契約（NTTドコモ）及び本応募契約（プ

ロトコーポレーション）の詳細については、下記「(6）公開買付けに係る重要な合意」をご参照ください。

 

　公開買付者は、本公開買付けにおいて6,560,000株（所有割合：66.67％）を買付予定数の下限として設定

しており、本公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の数の合計が買付予定数

の下限（6,560,000株）に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行わないとのことです。他

方、本公開買付けは、当社株式の非公開化を目的としていることから、買付予定数の上限は設定しておら

ず、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（6,560,000株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付け

等を行うとのことです。なお、買付予定数の下限（6,560,000株）については、本基準株式数（9,839,972

株）に係る議決権の数（98,399個）に３分の２を乗じた数（65,600個）（小数点以下を切り上げ）に当社の

単元株式数（100株）を乗じた株式数（6,560,000株）としているとのことです。これは、公開買付者が、本

取引において、当社株式の非公開化を目的としているところ、下記「(4）公開買付け後の組織再編等の方

針」に記載の当社株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）の手続を実施する際には、会社法第309

条第２項に規定する株主総会における特別決議が要件とされることから、本株式併合の実施を確実に遂行す

べく、本公開買付けの成立後に公開買付者が当社の総株主の議決権数の３分の２以上を所有することで、当

該要件を満たすことができるように設定したものとのことです。なお、公開買付者は、本公開買付けを含む

本取引に要する資金を、自己資金により賄うことを予定しているとのことです。
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（６）【公開買付けに係る重要な合意】

①　本応募契約（加藤氏）

　　（訂正前）

　公開買付者は、2026年５月15日付で、当社の主要株主であり第３位株主かつ当社の代表取締役社長である加藤

氏との間で本応募契約（加藤氏）を締結し、公開買付者が本公開買付けを開始した場合には、加藤氏が、その所

有する本応募対象株式等（加藤氏）の全て（本新株予約権を行使して引き受けた当社株式を含みます。）につい

て、公開買付期間の開始日から15営業日以内に、いかなる負担等も存在しない状態で本公開買付けへ応募（以下

「本応募（加藤氏）」といいます。）し、かつ、本応募（加藤氏）の結果成立した本応募対象株式等（加藤氏）

の買付けに係る契約を解除しないものとする旨の合意をしているとのことです。

　なお、加藤氏は、本書提出日現在、大和証券との間で証券担保ローン契約を締結し、その所有する本質権設定

株式に本質権を設定しております（注１）が、本応募契約（加藤氏）において、本質権設定株式の全部につい

て、公開買付期間の開始日から15営業日以内に本公開買付けへの応募が可能となるよう、実務上合理的な範囲で

努力を尽くすものとし、当該期限までに本質権設定株式の全部について本質権を解除し、かつ、本公開買付けに

応募することが可能である場合に限り、当該期限までに、本質権設定株式の全部を本公開買付けに応募するもの

とすることを合意しているとのことです。

（注１）　加藤氏は、本質権として、加藤氏が所有する本質権設定株式及び当該株式から生じる配当金請求権そ

の他一切の権利に対し、大和証券を債権者とする極度貸付取引に基づく一切の債権を被担保債権とす

る質権を設定しているとのことです。

＜後略＞

 

　　（訂正後）

　公開買付者は、2026年５月15日付で、当社の主要株主であり第３位株主かつ当社の代表取締役社長である加藤

氏との間で本応募契約（加藤氏）を締結し、公開買付者が本公開買付けを開始した場合には、加藤氏が、その所

有する本応募対象株式等（加藤氏）の全て（本新株予約権を行使して引き受けた当社株式を含みます。）につい

て、公開買付期間の開始日から15営業日以内に、いかなる負担等も存在しない状態で本公開買付けへ応募（以下

「本応募（加藤氏）」といいます。）し、かつ、本応募（加藤氏）の結果成立した本応募対象株式等（加藤氏）

の買付けに係る契約を解除しないものとする旨の合意をしているとのことです。

　なお、加藤氏は、本書提出日現在、大和証券との間で証券担保ローン契約を締結し、その所有する本質権設定

株式に本質権を設定しておりました（注１）が、本応募契約（加藤氏）において、本質権設定株式の全部につい

て、公開買付期間の開始日から15営業日以内に本公開買付けへの応募が可能となるよう、実務上合理的な範囲で

努力を尽くすものとし、当該期限までに本質権設定株式の全部について本質権を解除し、かつ、本公開買付けに

応募することが可能である場合に限り、当該期限までに、本質権設定株式の全部を本公開買付けに応募するもの

とすることを合意しており、本質権は同年５月26日付で全て解除されたとのことです。

（注１）　加藤氏は、本質権として、加藤氏が所有する本質権設定株式及び当該株式から生じる配当金請求権そ

の他一切の権利に対し、大和証券を債権者とする極度貸付取引に基づく一切の債権を被担保債権とす

る質権を設定していたとのことです。

＜後略＞

以　上

 

EDINET提出書類

株式会社ジモティー(E35289)

訂正意見表明報告書

6/6


	表紙
	本文
	１意見表明報告書の訂正報告書の提出理由
	２訂正事項
	３訂正前の内容及び訂正後の事項
	４当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由等
	（２）意見の根拠及び理由
	（６）公開買付けに係る重要な合意


